
ワクチンに関するガイドライン  概要（案） 

 

 

１．新型インフルエンザワクチンの種類 

(1) プレパンデミックワクチン 

鳥－ヒト感染の患者から分離された H5N1 亜型ウイルスを基に製造されるワ

クチン 

(2) パンデミックワクチン 

ヒト－ヒト感染の患者から分離されたウイルスを基に製造されるワクチン 

 

２．基本方針 

(1) フェーズ３ 

  フェーズ４以降での予防接種の実施計画を策定し、実施訓練を行う 

(2) フェーズ４以降 

流行状況を見て、プレパンデミックワクチンの接種を開始し、パンデミック

ワクチンの供給が可能となり次第、パンデミックワクチンの接種を開始する 

 

３．実施方法 

(1) 接種対象者 

プレパンデミックワクチン投与を行う対象者 

パンデミックワクチン投与を行う対象者 

(2) 供給体制 

必要な者へ安定的に供給する体制のあり方 

(3) 接種場所 

必要な者へ確実に接種できる場所の確保 

(4) 接種人員・接種用具 

   接種する医療従事者や接種用具の確保 

(5) 接種場所における感染予防 

   接種を実施する者に対する感染防護策の実施徹底 

(6) 医師による問診、診察 

予診、ワクチンの有効性・安全性の十分な説明と、被接種者の同意 

(7) ワクチン接種後の副反応 

接種後異常な副反応に対する、医師の適切な処置 

資料２－４ 


